
事業所での相談や苦情の受付から解決までの流れ

 

 

 
 

  
  

  

  

(1) 苦情解決体制の構築，周知，説明   

(2) 苦情の受付   

苦情受付担当者   

苦情解決責任者   

第三者委員   

未解決   解決   

(3) 確認・報告   

(3) 報告   (3) 報告   

  (3) 確認・報告   

職員・スタッフ   

(5) 苦情対応の記録・確認   

(6) 苦 情解決結果の公表   

話し合い   

苦情解決結果の報告   

外部専門機関   

※ 福祉サービス運営適正化委員会，国民健康保険団体連合会   等   

利用者，家族等（苦情申出人）   

(4) 助言，立会い   

解決案の調整   


